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事務局説明資料
（金融審議会金融制度スタディ・グループ第１回）
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情報技術の進展等の環境変化を踏まえた金融制度のあり方に関する検討

ITの進展等により、金融     個別 機能 分解  提供（アンバンドリング）・複数のサービスを組み合わせて提供（リバンド
リング）する動きが拡大
ファンド等の主体による、銀行 類似  金融仲介（シャドー・バンキング）が拡大
金融環境 変化  中、多  金融機関         再構築 図     、その際、制度面  障害    、除去してい
く必要
さらに、将来的には、    通貨 出現等 金融     大  変革   可能性

現行法制 特徴 課題 検討の方向性

① 業態   法令（業法） 存在 、機能・リスクが類似し
たサービス   行為主体（業態）        異  
・ 業態をまたいだビジネス選択の障害となりかねない
・ 規制 緩 業態  移動 業態間   間 利用等 通
じ、規制を回避する動きが生じかねない

② 金融に関  統一的 基本的概念     存在   
・  金銭 等 基本的概念 変化 生  場合    各業
法を個別に改正して対応する必要

③ 各業法に、環境の変化に対応していない規制が存在する
可能性
・ ITを活用した合理化 IT 対抗  合理化    固有
の規制に   円滑 実現できない可能性

① 同一の機能・リスクには同一のルールを適用
・ 例   金融 機能   決済  資金供与  資産
運用」「リスク移転」などに分類し、機能・リスクに応じ
たルールの適用を検討

② 金融 関  基本的概念     横断化
・ 金融規制    定義 横断化 検討

③ 環境の変化に対応すべく規制を横断的に見直 

金融     取 巻 環境 変化
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○ フィンテックの進展等により、人間生活のデジタル化とあいまって、金融     、従来のBtoC型のビジネスモデ
ルから、「顧客情報の蓄積・分析に基づく、顧客と企業との共通価値の創造によるテーラーメイド商品の提供」と
いうCtoB型のビジネスモデルへ 移行していく可能性。

金融サービスのアンバンドリング・リバンドリング①

富裕層と大企業向け以外の
テーラーメイドはコストに

合わない

限られた顧客情報の蓄積

AIによるビッグデータ
処理・学習

顧客の「ライフログ」の
自動蓄積

深度ある顧客情報の蓄積

テーラーメイドの
マス化が可能に

供給側の論理による
マス定型商品の提供
Ｂ⇒Ｃ型のビジネスモデル

顧客情報に根ざす
共有価値の創造

Ｃ⇒Ｂ型のビジネスモデル

人間生活のデジタル化

現状 将来の方向？進展しつつある変化
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金融サービスのアンバンドリング・リバンドリング②

○ フィンテックが進展していく中にあっては、金融機関においては、力 源泉    店舗網・システム・バランスシー
ト等の巨大なメカニズムが重要性を失い、蓄積   顧客情報 利活用   重要性 高     可能性。

○    金融機関以外 主体  従来金融機関 担    業務 分化     サービスとして提供する
「アンバンドリング化」が進展。

フルライン金融機関

資本集約型の
参入障壁により
超過利潤が確保
できる業務

利潤は薄いが
品揃えのために
提供している

業務

モノライン業者

フルライン金融機関

資本集約型の
参入障壁により
超過利潤が確保

できる業務

利潤は薄いが
品揃えのために
提供している

業務

越境
決済

カード P2P

包括的な品揃え
による総合採算

アンバンドリング
による価格破壊

店舗網・システム・バランス
シートなど資本集約型の

生産要素が力の源泉

スマホやブロック

チェーンによる分散化・

代替・低廉化

かつての力の源泉の
土管化・レガシーアセット化
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金融サービスのアンバンドリング・リバンドリング③

○ さらに  金融              加   顧客    即  複数 金融 非金融     組 
合わせて提供（リバンドリング）する動きが拡大。

○ 海外では、ノンバンクプレイヤーが、電子商取引 核     預金 融資 為替取引に類するサービスを組
 合       銀行 同等 業務 行    例 存在 
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銀 行
預金 融資 為替取引（決済）

口座管理
サービス

MMF

P2Pレンディング(※)

オンライン融資

仮想通貨

モバイル
送金

電子
マネー

電子商取引
(インターネットモール) 電子商取引

（インターネットモール）

SNS提供会社電子商取引業者電子商取引業者
※ P2Pレンディング ： 資産運用したい個人・法人と融資を受けたい法人をマッチングさせるサービス

ソーシャル・ネットワーク・サービス
（ＳＮＳ）
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シャドー・バンキングの拡大

○     等 主体    銀行 類似  金融仲介（          ） 拡大。

○     動  背景     領域    規制が厳しい場合、より対応 容易 領域 移動することで規
制を回避する動き（規制のアービトラージ）があるとの指摘も。
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シャドー・バンキングへの対応

○ 2011年G20        以降             対応      国際的 課題 位置付   
ているが、日本としてもそうしたルール作りに貢献していく必要。
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将来的なデジタル通貨の可能性①

○ 民間               仮想通貨 取引 活発化       国内外銀行    銀行発行コ
インの開発も進められている    各国中央銀行等          通貨 発行 向  研究 進展。

＜民間    取組 ＞MUFGコイン （三菱東京UFJ銀行）

○銀行 信用力 基盤  様々 決済 利用   
「MUFGコイン」（ブロックチェーンを活用） 発行 実証実験中

＜民間    取組 ＞Utility Settlement Coin 
（UBS等）

○海外を中心 検討 進      銀行発行コイン（中央銀
行    価値 保証）。銀行間の決済・清算 効率化 
目指す。UBSやBNY等のほか、三菱東京UFJ銀行 参画。

（出所）各社HP、各中央銀行HP等を基に作成

＜民間    取組 ＞J-Coin（みずほ銀行等）

○   銀行 中心    全邦銀共通の
電子マネー「J-Coin」 発行 検討。

＜民間    取組 ＞

仮想通貨

○ビットコインやリップル、イーサリアムなど、仮想通貨 流通
が拡大。商品購入 送金 際の支払決済手段しての利用。
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将来的なデジタル通貨の可能性②

＜Money Flower
- BISレポート”Central bank cryptcurrencies”による分析＞
①デジタル ③中央銀行   発行
（形式） （発行主体）

②誰でもアクセスが可能
（アクセス可能性）

④P2P
（移転の仕組み）

（出典）BISレポート”Central bank cryptcurrencies”

○ こうした取り組みによって、通貨自体のデジタル化が進めば、金融システム 金融     金融機関 在り方
について抜本的な変革がもたらされる可能性。

仮想通貨
銀行発行   

地域通貨
中央銀行発行
デジタル通貨

オンラインゲームコイン等

現金

金地金

銀行預金

（個々の直接移転が可能）

中央銀行
当座預金

仮想通貨

銀行
デジタル通貨
自行内  利用可
他行  利用可

中央銀行
デジタル通貨 銀行 果  資金

仲介や信用創造機
能・役割の低下

セキュリティ上の課題

中央銀行口座 個
人・法人への開放

利用者保護
マネロン対策

＜デジタル通貨の課題についての指摘＞

預金保険 
取扱い

（参照）BIS決済・市場インフラ委員会報告書「デジタル通貨」（2015年11月）
日本銀行 日銀     中央銀行発行    通貨     （2016年11月）
国際通貨研究所 中央銀行           技術 活用  資金決済    構築     通貨発行  取組  （2017年5月）等
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金融ネットワーク構造の変革

○ フィンテックの進展により、金融            姿  顧客 金融機関 介             
仕組 （ 金融機関  型 ）  大  変化していく可能性。

○ 金融 非金融 リバンドリングが広がれば、顧客とのインターフェースをつかさどる企業が顧客ニーズに沿ってサービス
 組 合   提供  仕組 （         企業中心型 ）   合理的   可能性 

○ さらには、ブロックチェーン技術による分散処理等 進めば、顧客が直接取引所に参加する仕組み（「取引所
型」）やルール設定等を担う仲介役の下で顧客同士が直接取引を行 仕組 （「分散型」）へ変化していくことも。

顧客

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
企
業

金融機関

金融機関

非金融機関

顧客

顧客

顧客

＜インターフェイス企業中心型＞
顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

仲介役

＜分散型＞

顧客

顧客

顧客

顧客
金融機関

顧客

顧客

顧客

顧客
金融機関

＜金融機関  型＞
顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

顧客

顧客取引所

＜取引所型＞
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金融制度をめぐる環境の変化等に関する論点

● フィンテックを巡る最近の動きについて、どう捉えるか。
●                      以降 内外 金融 動向   捉    
● 金融 非金融 境界線                 金融      概念自体
が大きく変容していく可能性があるとの指摘について、どう考えるか。

●     通貨 出現等 金融     与  影響       考    
●   他金融     金融業等 変革  可能性              事柄
が考えられるか。また、その影響をどう考えるか。

● こうした変化に対応するために、機能別・横断的な法体系を検討するとの方向性に
ついてどう考えるか。

●以上 他 金融制度    環境 変化等 関   留意             
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（関連資料）
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（注１）決済については、EU 決済    指令 国内法化  決済    規則     銀行 含  業態横断的 規制    
（注２）信用供与については、消費者信用法の規制も適用される。

金融    市場法（Financial Services and Markets Act）   規制対象 業務 行 者 共通
して適用されるルールと、個別の業務に対応したルールが存在。
規制対象 業務 行     者  対応  許可 取得 最初 許可 取得  際 当該者 同時 
広く認可業者として位置付けられる。
※ 認可業者が追加で他の規制対象の業務を行おうとする場合は、対応する許可を追加的に取得すればよく、改め
ての認可は不要。

許可       各業務 性質 応   健全性 業務遂行能力 監督 実効性 確保    等 
要件が設けられている。

金融    市場法金融    市場法

預金受入 ディーリング 保険契約

認可業者

信用供与

●規制対象の業務（業務ごとの許可）

・・・投資運用 投資助言

海外における金融法制の動向（英国）
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自 己 資 本 規 制

資本金500万ユーロ以上/自己資
本比率規制（バーゼルⅢ）

資本金35万ユーロ以上/未決済電
子マネー平均額の2%超等

資本金2～12.5万ユーロ以上等

等

預金保険 他の財産から隔離、優先弁済

預金・融資

銀行 電子マネー事業者 決済サービス事業者

決済口座サービス

資金移動サービス（立替払いを含む）

支払手段の発行・管理（クレジットカード等）

決済サービス提供者（Payment Service Provider）

電子マネー・プリペイドカードの発行

資産保全

財務要件

業務内容

免許制（Authorisation）免許・登録
（注１）（注２）

（注１） （注３）

（注１）

（注１） （注２）

（注１）2015年11月採択、国内法化の期限は2018年1月
（注２）CRD；Capital Requirement Directive
（注３）Payment Money Institution Directive 2
（注４）電子マネー事業者については、

Payment Money Institution Directive 2

EU  決済    指令（PSD*）を改正し、決済サービスに係る横断的法制（PSD2）を整備

利用者の依頼による決済指図の伝達業務内容 利用者への口座情報の提供等

免許制（Authorisation ）免許・登録 登録制（Registration ）

決済指図伝達サービス提供者(PISP) 口座情報サービス提供者(AISP)

資本金5万ユーロ以上財務要件 なし

なし
※利用者からの資金預り禁止/※責任保険への加入義務あり

資産保全 なし
※責任保険への加入義務あり

海外における金融法制の動向（EU）

PSD2のフレームワーク

（出典）平成28年10月28日 金融審議会・金融制度ワーキング・グループ（第3回会合） 事務局説明資料を基に作成

* Payment Services Directive



アクティビティ・ベースの規制枠組み

現在のシンガポールの決済分野における規制は、決済システム法（Payment System Act）と両替・送金業法
（Money-changing and Remittance Business Act）に分断。
FinTechの進展に伴い、両法の規制する境界があいまいになってきているとともに、いずれにも当てはまらない新たな決
済業者も出現。

従来は規制対象外

（新たな枠組みにより
規制対象に）

決済手段の発行・
維持

（プリペイドカード・クレ
ジットカード・小切手等）

送金・交換

（資金移動業・外貨両替
業・仮想通貨交換業等）

決済手段の提供・処理
（アクワイアラー等）

送金情報伝達
プラットフォーム運営
（決済代行業等）

銀行口座・支払

カード等の決済手段に
係る情報の集約

決済システムの運営
（清算機関等）

プリペイドカードによる
大規模な顧客資産保有

等

従来より規制対象
（新たな枠組みの対象外）

従来より規制対象

（新たな枠組みにより規制
対象であることを明確化）

（出典）MAS “CONSULTATION PAPER: Proposed Activity-based Payments Framework and Establishment of a National Payments Council”
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利用者保護の強化、マネロン・テロ資金対策、サイバーセキュリティ対応とイノベーションの促進の両立を図る観点から、
前払式支払手段発行者、資金移動業者、仮想通貨交換業者なども含む、決済サービスを行う幅広い対象を「決済サー
ビス提供者」として、単一のライセンスの下で規制・監督すると同時に、規制・監督の内容はアクティビティに応じて柔軟
に変えられるようにする。
（※）銀行法の規制を受ける銀行は、別途このライセンスを取得する必要はないが、本枠組みにおけるアクティビティに該当する場合には、規
制に従う必要。

支払人 受取人決済サービス提供者

決済の流れ

預金口座

信用供与

前払式支払手段等

預金口座

信用供与

前払式支払手段等

海外における金融法制の動向（シンガポール）

MAS（Monetary Authority of Singapore：シンガポール通貨監督庁）は、 2016年8月、決済サービス
について、アクティビティベースの規制フレームワークの導入等を盛り込んだコンサルテーション・ペーパーを公表。


